
飼い主の病気、入院
飼い主の高齢者施設入所
引越
飼育不可物件
経済的理由
動物の問題行動
多頭飼育
その他
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犬 猫 

平成29年度東京都動物愛護相談センターにおける飼い主からの犬・猫引取り理由 

平成29年度 飼い主からの引取り件数 

犬28件、猫15件（八王子市、町田市を除く） 
 

引取り理由は複数回答可のため、 

合計は引取り件数を上回っている。 

平成29年度 飼い主からの引取り件数 

犬28件、猫15件（八王子市、町田市を除く） 
 

引取り理由は複数回答可のため、 

合計は引取り件数を上回っている。 
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〔事例〕  

  住所不定者が、河川敷の緑地を不法占拠して小屋を建て、犬約20頭を飼育。 

  繁殖管理、狂犬病予防注射等を実施せず、放し飼いによって近隣住民の咬傷事故も発生。行政からのたび重なる指導にも従わなかった。 

  咬傷事故防止のため、動物愛護相談センター職員が早朝も含めた定期巡回を実施。 

  地元自治体 （福祉・地域保健部門）、動物愛護相談センター、河川・緑地管理者、 

   警察署等の関係者による連絡会を設け、定期的に対応を協議。情報共有を図りながら連携して対応した。                                           

多頭飼育が問題となった事例 


